
明
治
八
二
八
七
五
）
年
七
月
二
十
五
日
、
京
都
に
お
い
て
日
本
で
は
じ
め
て
の
公
立
精
神
病
院
「
羅
狂
院
」
（
京
都
府
立
の
願
狂
院
に
は
以

下
括
弧
を
付
け
る
）
が
開
業
し
た
。
京
都
の
一
府
民
で
あ
る
栞
政
輔
の
建
言
、
府
官
明
石
博
高
の
建
議
に
発
し
た
「
艤
狂
院
」
の
誕
生
で
あ
っ

た
。
彼
ら
は
当
時
の
精
神
病
に
た
い
す
る
理
解
に
疑
問
を
抱
き
、
ま
た
愛
宕
郡
北
岩
倉
大
雲
寺
、
乙
訓
郡
下
久
世
村
大
日
堂
に
お
け
る
療
法

（
１
）

を
「
医
療
ヲ
乞
ハ
サ
ル
ノ
悪
弊
甚
シ
」
も
の
と
受
け
と
め
、
精
神
病
者
の
治
療
を
府
の
事
業
と
し
て
行
う
必
要
性
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。

新
し
い
精
神
病
院
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
、
療
病
院
招
聰
の
ド
イ
ツ
人
教
師
ョ
ン
ケ
ル
（
冒
侭
の
隠
旨
烏
閏
ゞ
屍
路
地
）
の
精
神
病
に
た
い

す
る
知
識
と
考
え
方
が
そ
の
機
軸
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
注
目
さ
れ
た

（
２
）

モ
ラ
ル
・
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
（
日
○
国
岸
吊
胃
ョ
①
貝
）
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
モ
ー
ズ
レ
ー
田
ｇ
昌
冨
四
目
堅
亀
ゞ
勗
望
‐
己
屍
）

執
筆
の
「
旨
の
煙
昌
ご
」
が
診
断
方
法
の
参
考
と
な
っ
た
。
精
神
病
院
は
府
の
医
学
教
育
お
よ
び
医
療
の
中
枢
機
関
で
あ
る
療
病
院
の
附
属
機
関

と
し
て
く
み
い
れ
ら
れ
、
当
初
か
ら
財
政
的
な
問
題
を
包
括
し
な
が
ら
府
の
衛
生
事
業
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
ろ
精
神
病
者
は
家
族
お
よ
び
民
間
の
施
設
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
多
く
の
人
々
は
、
そ
の
病
因
を
瀝
依
や
迷
信
の
な
か
に
求
め
、

は
じ
め
に

京
都
府
立
「
癒
狂
院
」
の
設
立
と
そ
の
経
緯 悪

霊
轄
穂
讓
一
言
怨
篭
跨
平
成
五
年
九
月
八
日
受
付

小

野
尚
香
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（
３
）
（
４
）

そ
れ
ゆ
え
に
加
持
祈
祷
な
ど
の
宗
教
的
治
療
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
。
一
方
政
府
は
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
に
窮
民
収
容
を
目
的
と
し
て

東
京
上
野
に
設
け
た
養
育
院
の
な
か
に
、
精
神
病
者
収
容
の
た
め
の
部
屋
を
設
け
て
い
る
。
精
神
病
者
対
策
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

収
容
は
治
療
目
的
と
い
う
よ
り
も
社
会
防
衛
つ
ま
り
治
安
対
策
上
に
あ
り
、
精
神
病
に
た
い
す
る
考
え
方
や
治
療
方
法
に
つ
い
て
は
未
だ
混

（
５
）

沌
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

明
治
（
一
八
六
九
）
二
年
遷
都
に
よ
っ
て
一
地
方
と
な
っ
た
京
都
に
お
い
て
、
な
ぜ
精
神
衛
生
政
策
が
重
視
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
理
想
と
実

践
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
設
立
か
ら
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
九
月
二
十
一
日
の
廃
院
ま
で
、
七
年
余
に
わ
た
る
「
癩
狂
院
」

の
実
態
と
府
の
と
り
く
み
、
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
と
思
う
。

明
治
八
年
四
月
二
十
二
日
、
栞
政
輔
は
、
「
人
民
御
保
全
」
の
観
点
か
ら
「
一
種
ノ
神
経
病
」
を
患
う
人
々
の
た
め
に
「
癒
狂
病
生
養
之
儀

二
付
言
上
書
」
を
作
成
、
長
谷
信
篤
府
知
事
あ
て
に
提
出
し
た
。
彼
の
主
張
は
大
雲
寺
お
よ
び
大
日
堂
に
お
け
る
精
神
病
者
収
容
施
設
の
停

止
と
、
療
病
院
の
予
備
金
を
も
っ
て
欧
米
各
国
に
倣
う
羅
狂
病
院
を
設
立
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

主
な
内
容
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

…
一
種
ノ
神
経
病
ヲ
療
ス
ル
癩
狂
病
院
ノ
設
ケ
無
キ
ー
ノ
欠
典
二
属
ス
ヘ
シ
蓋
シ
世
人
愚
ノ
甚
シ
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
比
病
ヲ
以
テ
神
ノ
崇
リ

或
ハ
呪
咀
或
ハ
狐
狸
ノ
所
為
杯
卜
虚
誕
ヲ
唱
へ
妄
説
ヲ
信
シ
医
療
ヲ
乞
ハ
サ
ル
ノ
悪
弊
甚
シ
己
二
管
下
愛
宕
郡
北
岩
倉
大
雲
寺
ノ
如
キ
ハ

蔽
屋
ヲ
設
ケ
比
患
者
ヲ
之
レ
ニ
籠
シ
…
世
話
料
且
飯
料
等
ヲ
貧
り
此
レ
カ
為
許
多
ノ
金
ヲ
費
サ
シ
メ
病
乱
ノ
愈
サ
ル
…
乙
訓
郡
下
久
世
村

大
日
堂
ニ
シ
テ
其
暴
行
一
層
大
雲
寺
二
超
越
セ
リ
如
比
ハ
特
リ
病
者
二
益
ナ
キ
：
・
欧
米
各
国
ニ
テ
ハ
癒
狂
院
ヲ
設
ヶ
比
患
者
保
全
ノ
良
方

有
之
趣
依
之
是
ヲ
見
レ
ハ
前
両
所
ノ
如
キ
ハ
厳
命
ヲ
以
之
レ
ヲ
廃
シ
予
テ
療
病
院
へ
有
志
ノ
者
ョ
リ
寄
附
ス
ル
予
備
金
ヲ
以
テ
彼
ノ
揮
狂

一
、
「
艤
狂
院
」
創
設
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表1大雲寺と大日堂の調査報告，明治8年 院
二
傲
上
適
当
ノ
静
地
ヲ
撰
上
閑
室
ヲ
設
ケ
比
患
者
救
助
ノ
方
法
施
行
相
成
候
…

こ
の
言
上
害
を
う
け
て
、
そ
の
六
日
後
四
月
二
十
八
日
、
監
察
掛
主
任
山
根
真
吉
郎
は
、

大日堂

大日ト伝法師
大雲寺

11面観世音安置

長岡利兵衛

毎朝上堂拝祷

1名

同村の農木村利助
(50歳程）

1名

同村の農木村利助

（実相院在）石坐密道

毎月17，8日ゴマ焚き
力者：村者8－9名

代表者2名堂守（月交代）

畑春徳，山田福円

力者

4軒の民宿

若狭屋，藤屋，車屋，松屋
運動，灌水（滝水）

癌狂人，身持悪き者
4軒の民宿

当主

当主の仕事

雇人

患者の世話

灌水（池の水）

願狂人，放蕩無頼の者
大日堂に籠在
（｢甚シキ者1ノ囲上｣）

御前供,1回3銭
（月2回）

飯料:20銭

患者の治療

患者の状態

患者の宿所

費用(寺に） 随意

上：2朱，下:10銭
（炭料1分，酒，間食別）

介抱人の宿泊料1朱-45銭

20余名

宿泊料
（民宿1日）

’ |15-6名患者数

掛
主
任
山
根
真
吉
郎
は
、
知
事
の
命
令
に
従
い
、
大
雲
寺
と
大
日
堂
の
歴

（
６
）

史
と
患
者
の
治
療
状
況
な
ど
を
調
査
し
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
概
要
を
表

Ｉ
に
ま
と
め
た
。

大
雲
寺
は
「
気
違
堂
」
と
も
呼
ば
れ
、
後
三
条
天
皇
の
第
三
皇
女
佳
子

内
親
王
が
「
も
の
の
け
に
つ
か
れ
た
」
際
、
神
の
御
告
げ
に
よ
っ
て
岩
倉

の
大
雲
寺
境
内
に
あ
る
霊
泉
を
飲
ま
せ
た
と
こ
ろ
治
癒
し
た
と
い
う
伝
説

（
７
）
Ｉ
（
吃
）

の
あ
る
所
で
あ
っ
た
。
宗
教
の
な
か
に
癒
し
の
力
を
求
め
て
お
と
ず
れ
た

人
も
多
く
、
大
雲
寺
も
大
日
堂
も
古
く
か
ら
「
輝
狂
人
」
を
受
け
入
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
・
山
根
は
治
療
根
拠
の
暖
昧
さ
と
患
者
収
容
に
よ
っ
て
、

岩
倉
の
民
宿
な
ら
び
に
大
日
堂
が
不
当
な
利
益
を
え
て
い
る
こ
と
に
着
目

し
た
。
現
実
に
岩
倉
も
大
日
堂
も
、
「
蟻
狂
人
」
だ
け
で
は
な
く
「
身
持
チ

悪
キ
者
」
な
ど
、
家
族
の
な
か
で
は
背
負
い
き
れ
な
い
人
々
を
多
大
な
預

（
６
）

か
り
料
と
と
も
に
受
け
入
れ
た
場
所
で
も
あ
っ
た
。

魚
谷
隆
は
「
岩
倉
と
精
神
病
そ
の
二
茶
屋
と
医
療
」
の
中
で
、
そ

の
療
養
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
暴
れ
る
患
者
に
は
強
制
器
具
を
用
い
、
時
に
は
患
者
を
鉄
鎖
で
つ
な

ぐ
な
ど
の
処
置
も
し
た
。
村
内
に
は
手
錠
や
足
錠
を
施
さ
れ
た
ま
ま
の
患

(19)479



患
者
の
惨
状
は
、
さ
ら
に
「
四
肢
ヲ
縛
り
或
ハ
極
寒
中
卜
錐
モ
飛
泉
二
浴
セ
シ
メ
…
或
ハ
大
気
ノ
通
暢
ナ
ラ
サ
ル
処
二
籠
居
セ
シ
メ
身
体

（
Ｍ
）

衰
弱
シ
テ
生
力
ヲ
減
殺
」
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。

（
鴫
）

こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
五
月
に
入
る
と
明
石
博
高
は
岩
倉
を
視
察
し
た
後
、
建
議
し
て
「
不
治
」
「
狐
惑
神
業
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
病

因
に
つ
い
て
の
理
解
と
、
「
緊
縛
禁
固
シ
或
ハ
勇
剛
暴
威
ヲ
示
シ
テ
…
恐
怖
萎
縮
」
を
与
え
て
い
る
状
態
を
「
患
害
」
と
訴
え
た
。
そ
し
て
こ

れ
ら
の
現
実
を
黙
認
し
て
い
る
家
族
親
戚
近
隣
な
ど
の
、
己
の
安
全
の
維
持
の
み
を
尊
重
し
、
「
病
者
ノ
ー
身
ノ
ミ
ハ
捨
テ
問
ワ
ズ
」
と
い
う

考
え
方
が
、
決
し
て
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
明
石
は
岩
倉
、
大
日
堂
へ
の
収
容
を
禁
じ
、
患
者
と
そ
の
近
隣
者
の
た
め
に

「
狂
病
ヲ
保
養
ス
ル
ノ
所
」
の
必
要
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
治
療
法
と
し
て
は
ョ
ン
ケ
ル
の
助
言
に
よ
り
、
「
原
因
ヲ
推
メ
療
薬
ヲ
施
」
し
、

「
視
神
ヲ
楽
マ
シ
メ
…
聴
神
ヲ
安
ン
セ
シ
メ
」
る
た
め
に
花
園
を
作
り
楽
器
を
備
え
、
ま
た
「
神
識
ヲ
寄
暢
」
す
る
た
め
に
作
業
療
法
を
と

り
い
れ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
さ
ら
に
「
願
狂
院
」
を
「
衛
生
事
業
ノ
要
務
」
と
し
て
、
そ
の
具
体
案
を
提
示
し
た
。

そ
の
案
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

一
遠
隔
地
で
な
く
閑
静
清
潔
な
寺
観
を
施
設
と
し
て
用
い
る
。

二
看
護
人
と
し
て
岩
倉
大
日
堂
の
合
力
を
月
俸
六
円
、
六
名
雇
う
。
（
病
者
三
十
人
に
対
し
て
の
見
積
り
）

者
が
散
歩
し
て
い
た
と
も
聞
く
。

三
医
師
は
療
病
院
よ
り
付
侯

四
衣
食
薬
価
は
家
族
親
戚
↑

五
一
カ
月
の
経
費
を
百
円
叫

六
有
志
の
寄
付
を
求
め
る
。

七
洋
上
一
目
、
疑
得
ま
譽
会
こ
」
ゞ

花
壇
、
楽
器
は
資
金
に
応
じ
て
準
備
す
る
。

衣
食
薬
価
は
家
族
親
戚
友
人
よ
り
供
す
る
。
（
食
料
は
病
院
食
に
対
し
て
支
払
う
。
支
払
い
の
困
難
な
者
は
そ
の
居
住
区
長
よ
り
弁
ず
る
）

一
カ
月
の
経
費
を
百
円
と
し
当
分
療
病
院
で
賄
う
。

医
師
は
療
病
院
よ
り
付
与
す
る
㈲

（
肥
）
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開
業
当
日
に
、
そ
の
趣
意
害
と
「
願
狂
院
諸
規
則
」
お
よ
び
「
癩
狂
院
治
療
条
則
ｌ
治
療
ヲ
乞
フ
ノ
順
序
ｌ
」
が
管
内
に
布
達
さ
れ
た
。

趣
意
書
は
明
石
博
高
の
建
議
と
ョ
ン
ケ
ル
の
指
導
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
精
神
病
に
た
い
す
る
考
え
方
や
患
者
の
扱
い
を
批
判

し
、
欧
州
の
羅
狂
院
に
倣
っ
て
療
養
環
境
を
整
え
、
医
療
を
施
し
薬
剤
を
与
え
、
積
極
的
な
治
療
を
行
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
提
案
は
そ
の
ま
ま
「
鰯
狂
院
」
の
指
針
と
な
っ
た
。

同
月
、
療
病
院
は
「
顧
狂
院
」
に
一
年
間
月
百
円
を
貸
与
す
る
こ
と
を
了
承
、
府
知
事
は
医
務
掛
依
頼
に
よ
っ
て
南
禅
寺
方
丈
を
借
り
受

（
略
）

け
、
ま
わ
り
の
空
き
地
を
花
園
の
遊
歩
道
に
す
る
よ
う
貫
属
課
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
資
金
面
に
お
い
て
は
禅
林
寺
住
職
東
山
天
華
も

（
ｒ
）
（
肥
）
（
四
）

募
金
活
動
に
献
身
し
た
。
翌
月
六
月
三
十
日
に
は
府
は
栞
に
「
癩
狂
院
永
続
法
」
を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
栞
の
提
案
は
直
接
に
は

（
鉛
）

採
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
「
癒
狂
院
」
創
設
に
際
し
て
施
策
案
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
剛
）

七
月
二
日
、
「
癒
狂
院
」
は
療
病
院
附
属
と
な
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
職
員
が
府
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
。

東
山
天
華
療
病
院
雇
い
入
れ
願
狂
院
掛
月
給
八
円

三
上
天
民
療
病
院
雇
い
入
れ
願
狂
院
医
員
月
給
八
円

永
谷
鍵
次
郎
療
病
院
雇
い
入
れ
癩
狂
院
出
納
掛
月
給
六
円

さ
ら
に
同
十
三
日
に
は
真
島
利
民
、
六
角
博
通
、
小
林
時
貞
、
酒
井
良
頭
が
療
病
院
よ
り
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
同
二
十
四
日

（
醜
）

に
は
東
京
府
華
族
日
野
西
観
道
が
療
病
院
雇
い
入
れ
「
癩
狂
院
玄
関
取
次
」
と
し
て
月
給
三
円
で
命
じ
ら
れ
た
。
『
京
都
府
立
医
科
大
学
八
十

（
酩
）

年
史
」
に
よ
る
と
院
長
が
真
島
、
医
員
は
三
上
の
ほ
か
に
療
病
院
管
学
事
神
戸
文
哉
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。（

狐
）
（
弱
）

同
年
七
月
、
府
は
愛
宕
郡
北
岩
倉
村
及
び
乙
訓
郡
下
久
世
村
戸
長
に
命
じ
て
「
狂
人
預
リ
」
を
停
止
さ
せ
た
。
明
治
八
年
七
月
二
十
五
日

（
妬
）
（
”
）

朝
九
時
、
療
病
院
関
係
者
お
よ
び
医
事
関
係
者
が
列
席
し
、
日
本
で
は
じ
め
て
の
公
立
精
神
病
院
「
癒
狂
院
」
の
開
業
式
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
、
「
艤
狂
院
諸
規
則
」
お
よ
び
「
艤
狂
院
治
療
条
則
」

48］ (21）



ヨ
ン
ケ
ル
の
精
神
医
療
の
考
え
方
は
十
八
世
紀
の
後
半
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
啓
蒙
思
潮
の
流
れ
の
な
か
で
、
自
然
科
学
に
立

脚
し
て
、
哲
学
的
視
点
を
も
っ
て
精
神
病
者
を
み
よ
う
と
す
る
考
え
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
代
表
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
ピ
ネ
ル
（
團
罠
ｇ
の
西
目
里
）

弓
設
‐
畠
誤
）
は
、
一
七
九
三
年
に
人
道
的
な
視
点
で
「
お
お
く
の
人
々
の
反
対
を
お
し
き
っ
て
、
精
神
病
患
者
を
人
間
と
し
て
尊
重
し
、
か

（
鋤
）

れ
ら
を
鉄
鎖
や
足
伽
か
ら
き
り
は
な
し
、
自
由
を
あ
た
え
て
作
業
に
つ
か
せ
、
ま
た
精
神
療
法
の
必
要
を
と
く
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
モ
ラ
ル
・

ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
頃
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ク
ウ
ェ
ー
カ
教
徒
の
テ
ュ
ー
ク
（
尋
旨
四
目
弓
晨
①
〕
弓
総
‐
屍
届
）
が
精
神
病
院
と
し
て
ョ
－
ク
保
養
院
言
○
房
罰
の
の
可
①
臼
）

を
設
立
し
、
そ
こ
で
人
間
性
の
尊
重
、
自
由
、
労
働
を
強
調
し
、
モ
ラ
ル
・
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
を
実
践
し
た
。
一
八
三
九
年
に
は
、
コ
ノ
リ

（
］
．
９
国
。
辱
〉
弓
置
‐
屍
忠
）
が
手
錠
・
足
椥
な
ど
の
強
制
器
具
を
廃
止
し
て
無
拘
束
の
原
則
（
ロ
。
ロ
‐
局
①
の
ｑ
巴
昌
）
を
確
立
し
た
。
十
九
世
紀
後
半

（
鋤
）

に
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
を
初
め
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
に
も
伝
わ
り
、
そ
の
黄
金
時
代
を
む
か
え
て
い
た
。
ョ
ン
ケ
ル
は
、
明
治
五
年

に
来
日
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
卒
業
後
に
英
国
籍
を
と
り
、
サ
マ
リ
タ
ン
病
院
（
留
ョ
自
国
邑
卑
①
①
国
○
ｍ
凰
旦
）
に
勤
務

（
弧
）

し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
モ
ラ
ル
・
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
に
つ
い
て
の
知
識
を
え
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。
ョ
ン
ケ
ル
の
主
張
は
ま
さ
し

…
狂
人
は
世
界
不
用
ノ
人
ナ
リ
之
ヲ
殺
ス
モ
防
ナ
シ
…
羅
典
に
齢
テ
ハ
神
ハ
罪
人
ヲ
シ
テ
願
狂
卜
ナ
ラ
シ
ム
ル
ナ
リ
…
世
人
ノ
鰯
狂
人
ヲ

処
置
ス
ル
常
二
惨
酷
ヲ
極
ム
…
轆
近
百
年
以
来
解
剖
説
詳
明
二
至
り
脳
ノ
何
部
二
変
頂
ア
ル
ヲ
窮
知
セ
リ
病
ノ
脳
二
起
因
ス
ル
ナ
リ
全
身

病
ョ
リ
脳
二
交
感
シ
発
ス
ル
ナ
リ
…
治
法
ヲ
改
整
シ
摂
養
保
護
ヲ
以
テ
主
旨
ト
ス
癩
狂
院
ヲ
設
ル
’
一
土
地
ノ
清
閑
風
景
ノ
佳
麗
ヲ
選
ミ
…

情
意
ヲ
慰
メ
シ
ム
・
・
・
軽
症
ハ
両
三
人
一
室
二
同
居
セ
シ
ム
然
し
ド
モ
決
シ
テ
群
居
セ
シ
メ
ス
其
互
二
相
損
傷
ス
ル
コ
ト
ヲ
恐
レ
ハ
ナ
リ
若

シ
脳
炎
症
ヲ
診
シ
得
ハ
之
ヲ
暗
室
二
居
ラ
シ
メ
的
当
ノ
治
法
ヲ
施
ス
ヘ
シ
…
患
者
軽
快
ナ
ル
ヲ
見
ハ
人
二
応
シ
種
々
ノ
事
業
ヲ
執
ラ
シ
ム

然
ル
コ
ト
能
ハ
サ
レ
ハ
種
々
法
ヲ
設
ケ
適
宜
ノ
運
動
ヲ
為
サ
シ
ム
．
：

（
蝿
）

ま
ず
ョ
ン
ケ
ル
の
開
業
式
で
の
祝
辞
か
ら
、
彼
の
精
神
病
に
つ
い
て
の
知
識
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
き
た
い
。
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非
常
に
興
味
深
い
。

制
定
さ
れ
た
「
癩
狂
院
諸
規
則
」
第
一
条
か
ら
第
七
条
に
は
医
療
従
事
者
の
任
務
と
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
等
が
、
「
癬
狂
院
治
療
条
則
」
第
一

条
か
ら
第
十
一
条
に
は
患
者
の
診
察
と
入
院
の
手
順
と
条
件
が
明
記
さ
れ
た
。
「
鰯
狂
院
諸
規
則
」
に
は
特
に
看
護
人
に
対
す
る
役
割
が
詳
細

に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
患
者
の
養
生
治
療
に
関
し
て
は
、
医
師
の
指
導
指
令
の
も
と
に
行
動
す
る
こ
と
が
厳
し
く
定
め

ら
れ
、
看
護
の
自
主
性
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
臆
断
ニ
テ
患
者
ヲ
取
扱
ウ
コ
ト
ヲ
禁
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
看
護
人
に
は
担

当
の
病
室
が
決
め
ら
れ
、
そ
の
仕
事
は
患
者
へ
の
治
療
の
手
助
け
に
加
え
、
「
昼
夜
僻
怠
ナ
ク
注
意
ス
ヘ
シ
」
と
患
者
の
監
督
が
課
せ
ら
れ
た
。

さ
ら
に
毎
朝
六
時
に
は
各
病
室
の
清
掃
と
患
者
に
手
水
を
執
ら
せ
る
こ
と
が
と
り
決
め
ら
れ
た
。
時
代
的
に
ま
だ
専
門
職
と
し
て
定
ま
っ
て

い
な
い
看
護
人
の
役
割
と
責
任
領
域
が
明
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
規
則
に
は
、
患
者
の
灌
水
入
浴
に
つ
い
て
は
医
師
の
指
揮
に
従
う
こ

と
、
療
病
院
同
様
に
来
訪
者
や
出
入
り
の
者
を
徹
底
し
て
取
締
る
こ
と
、
ま
た
食
事
の
管
理
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
た
．
終
条
に
は
病
状
の
緩

な
る
者
の
作
業
療
法
「
職
業
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
頴
狂
院
治
療
条
則
」
は
「
治
療
ヲ
乞
フ
ノ
順
序
」
と
入
院
に
お
け
る
諸
規
則
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
患
者
は
事
務
掛
に

申
請
し
て
住
所
氏
名
年
齢
族
籍
職
業
を
記
載
し
た
上
で
受
診
し
た
。
入
院
後
は
毎
朝
七
時
に
回
診
が
あ
り
、
病
状
に
よ
り
七
段
階
に
分
け
ら

れ
、
各
々
の
段
階
に
よ
っ
て
席
（
ベ
ッ
ド
）
が
定
め
ら
れ
た
。
軽
症
に
な
る
ほ
ど
数
が
低
く
「
壱
等
二
所
ス
ル
ヲ
得
ハ
平
愈
出
院
セ
シ
ム
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
患
者
は
事
務
掛
の
許
可
を
え
て
自
費
で
介
抱
人
を
お
く
こ
と
も
で
き
、
ま
た
緊
急
入
院
の
必
要
な
と
き
で
も
「
一
回
往
診

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」
と
い
う
よ
う
に
便
宜
が
は
か
ら
れ
た
。

入
院
費
用
に
つ
い
て
は
食
料
は
二
等
に
分
け
ら
れ
、
一
日
当
り
「
上
等
ハ
金
拾
三
銭
下
等
ハ
拾
壱
銭
」
で
あ
り
、
そ
の
中
に
炭
油
（
光
熱
費
）
、

介
抱
人
の
給
料
、
入
浴
費
な
ど
の
諸
経
費
も
包
括
さ
れ
て
い
た
。
明
治
十
二
二
八
七
九
）
年
の
米
価
か
ら
の
算
出
に
よ
る
と
一
日
一
人
当
り

（
鉈
）

の
米
代
は
五
銭
程
で
あ
り
、
妥
当
な
額
と
い
え
よ
う
。
診
察
料
は
「
一
ケ
月
金
五
拾
銭
」
入
院
時
前
払
い
と
さ
れ
た
が
、
翌
年
九
月
に
改
正

く
こ
の
療
法
の
理
念
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
京
都
で
行
わ
れ
た
精
神
医
療
が
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
を
移
入
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
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願
狂
院
で
行
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
運
動
療
法
と
作
業
療
法
に
つ
い
て
、
明
治
十
二
八
七
七
）
年
一
月
十
日
に
願
狂
院
医
局
よ
り
府
に
申
稟
、

（
評
）

知
事
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
「
願
狂
院
患
者
教
則
」
お
よ
び
「
工
場
仮
規
則
」
に
よ
っ
て
具
体
的
な
検
討
を
加
え
た
い
。
こ
の
規
則
が
制
定

（
犯
）

さ
れ
る
一
ヵ
月
前
の
明
治
九
二
八
七
六
）
年
十
二
月
に
は
神
戸
文
哉
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
「
精
神
病
約
説
」
が
刊
行
さ
れ
、
精
神
病
に
対

し
て
症
状
に
応
じ
た
よ
り
詳
細
な
分
析
と
理
解
が
な
さ
れ
た
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

「
患
者
之
教
則
」
に
は
運
動
の
手
順
と
目
的
が
記
さ
れ
て
い
る
。
患
者
の
症
状
と
能
力
に
応
じ
て
等
級
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
課

題
と
運
動
時
間
が
定
め
ら
れ
た
。
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
教
場
で
は
当
番
医
一
名
と
看
護
者
二
名
が
配
置
さ
れ
、
医
師
に
よ

る
点
呼
の
後
、
看
護
者
は
患
者
と
と
も
に
「
遊
歩
」
（
軽
走
）
す
る
こ
と
。
は
じ
め
は
毎
日
一
回
一
人
ず
つ
教
え
、
一
週
間
後
、
習
熟
す
る
と
、

（
妬
）

超
過
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
最
新
の
設
備
と
良
好
な
入
院
環
境
が
用
意
さ
れ
、
管
内
の
者
は
無
料
で
診
察
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
入
院
費
も
岩

倉
な
ど
で
の
経
費
に
比
べ
る
と
安
く
、
庶
民
で
も
対
応
で
き
る
額
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
さ
ら
に
軽
症
で
作
業
療
法
が
と
り
い
れ
ら
れ

た
者
は
、
そ
の
事
業
に
よ
っ
て
入
院
費
用
が
省
か
れ
る
と
い
う
規
則
も
設
け
ら
れ
た
。
し
か
し
病
院
経
営
と
し
て
は
非
常
に
苦
し
い
も
の
で

あ
り
、
収
入
は
多
額
の
寄
付
や
療
病
院
の
援
助
に
頼
る
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
十
二
年
の
経
理
報
告
に
よ
る
と
、
歳
入
総
額
一
千
六
百
十
六

円
八
十
六
銭
の
内
、
寄
付
は
八
百
十
二
円
三
十
一
銭
と
な
っ
て
い
る
。
歳
出
は
二
千
九
百
十
円
九
十
五
銭
で
あ
り
、
当
初
か
ら
終
始
歳
出
が

明
治
八
年
七
月
二
十
五
日
の
開
業
以
降
、
そ
の
年
の
入
院
は
八
十
二
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
十
一
名
が
全
治
し
、
軽
快
し
た
者
も
多
く

（
妬
）

四
十
名
退
院
と
い
う
記
録
を
残
し
て
い
る
。

（
詔
）
（
別
）

さ
れ
、
管
内
の
者
は
「
随
意
」
と
な
っ
た
。
入
院
前
後
の
癩
狂
院
掛
、
看
護
人
へ
の
謝
物
は
厳
禁
と
さ
れ
た
。
ま
た
衣
類
薬
価
は
親
族
朋
友

の
負
担
と
定
め
ら
れ
た
。

一
、
「
癬
狂
院
患
者
教
則
及
び
工
場
仮
規
則
」
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四
’
五
人
ず
つ
同
時
に
教
え
等
級
に
分
け
る
こ
と
。
「
四
五
人
同
時
二
教
ヘ
テ
其
教
令
二
従
上
得
ヘ
キ
」
か
否
か
で
上
下
級
に
分
け
、
上
級
は

一
’
四
級
で
四
級
の
者
は
「
工
業
二
就
カ
シ
ム
ヘ
シ
」
機
会
を
与
え
、
成
功
の
可
否
に
関
わ
り
な
く
「
工
場
或
ハ
カ
作
一
一
勝
ユ
ル
」
者
を
三

級
と
し
、
数
量
に
関
わ
ら
ず
「
工
場
力
作
既
二
其
成
功
ヲ
全
フ
ル
モ
ノ
」
を
二
級
と
し
、
「
若
課
業
優
等
」
で
あ
る
者
を
一
級
と
し
た
。

上
級
（
四
級
）
の
者
は
運
動
時
間
を
九
時
、
十
時
半
、
午
後
一
時
よ
り
三
十
分
ず
つ
日
曜
祝
日
を
除
い
て
毎
日
行
い
、
男
女
別
に
、
女
性
は

三
十
分
時
間
を
ず
ら
し
、
女
性
の
看
護
者
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
、
使
わ
れ
る
遊
歩
場
も
別
と
し
た
。
下
級
は
五
’
七
級
と
定
め
、
五
級
の
者

は
「
一
御
者
二
依
ラ
サ
レ
ハ
教
令
二
従
上
得
サ
ル
者
」
と
し
、
「
教
令
二
従
上
得
サ
ル
」
者
は
六
級
と
し
「
其
場
二
出
タ
シ
勉
メ
テ
之
レ
ヲ
傍

観
」
す
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
た
。
ま
た
「
其
傍
観
二
勝
へ
サ
ル
者
」
を
七
級
と
し
て
「
教
令
二
従
フ
ノ
情
ヲ
誘
進
」
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
。

「
暴
護
他
人
ヲ
害
ス
ル
モ
ノ
」
は
等
外
と
し
て
「
護
体
室
二
移
シ
厚
ク
愛
護
」
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
が
、
護
体
室
入
室
に
つ
い
て
は

医
員
が
協
議
の
上
、
慎
重
に
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
護
体
室
は
ヨ
ン
ケ
ル
の
指
導
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
「
狂
者
自
ら
身
体

を
四
囲
の
壁
に
撃
突
し
て
穀
傷
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
弾
力
膠
（
エ
ラ
ス
チ
ヵ
ゴ
ム
）
を
以
て
四
壁
を
被
覆
し
た
室
」

（
糊
）

で
あ
り
、
非
常
に
高
価
な
も
の
で
、
素
封
家
益
井
元
右
衛
門
の
寄
付
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
工
場
仮
規
則
」
に
お
い
て
は
、
作
業
内
容
と
し
て
、
一
’
三
級
に
は
工
業
力
作
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
内
容
と
そ
の
評
価
な
ど
に
つ
い

て
の
規
則
が
記
さ
れ
て
い
る
。
力
作
は
「
轆
轤
ヲ
装
置
シ
此
ヲ
推
旋
シ
テ
カ
作
運
動
ヲ
試
ミ
」
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
三
十
分
を
限
度
と
し
て

休
息
が
入
れ
ら
れ
た
。
工
業
は
「
嵩
縄
ヲ
絢
上
紙
繧
ヲ
撚
リ
紙
縄
ヲ
作
り
或
ハ
芋
縄
ヲ
用
ヒ
テ
綱
ヲ
結
フ
」
こ
と
を
患
者
の
好
み
に
応
じ
て

選
ば
せ
、
そ
の
業
に
熟
練
し
た
看
護
者
と
と
も
に
行
う
こ
と
と
し
た
。
女
性
に
は
「
屑
糸
ヲ
ツ
ナ
キ
掃
巾
ヲ
縫
上
真
田
紐
ヲ
打
チ
目
利
安
ヲ

作
ル
」
作
業
が
あ
た
え
ら
れ
、
「
楽
ン
テ
倦
ム
ヲ
知
ラ
サ
ル
モ
ノ
」
は
時
間
を
測
っ
て
中
断
し
な
が
ら
行
う
こ
と
が
勧
め
ら
れ
た
。
工
業
の
「
成

功
物
」
に
は
名
前
を
記
し
て
、
一
週
間
毎
に
点
検
し
て
そ
の
成
果
を
見
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
。

（
マ
マ
）

休
息
時
に
は
各
人
の
意
志
に
よ
っ
て
「
囲
碁
音
楽
其
他
無
害
ノ
誤
楽
」
を
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
運
動
の
ほ
か
に
、
朝
九

時
か
ら
三
十
分
は
新
聞
を
読
み
聞
か
せ
、
可
能
な
者
に
は
文
作
や
識
字
教
育
を
施
す
こ
と
。
さ
ら
に
隔
日
に
は
患
者
の
「
氏
名
年
齢
本
国
」
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（
錦
）

揮
狂
院
の
診
断
基
準
の
一
つ
は
、
神
戸
文
哉
が
訳
し
た
「
精
神
病
約
説
」
上
巻
・
中
巻
・
下
巻
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
精
神
病
学

書
の
誕
生
は
、
そ
れ
ま
で
の
精
神
病
に
た
い
す
る
理
解
に
新
し
い
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
書
は
、
一
八
七
二
年
に
ロ
ン

（
虹
）

ド
ン
で
刊
行
さ
れ
た
リ
ノ
ー
ル
ズ
（
詞
巨
閉
里
詞
①
旨
○
こ
の
）
編
集
の
房
昌
の
自
国
冨
○
蜀
巨
同
冒
Ｑ
ｚ
星
の
第
二
巻
く
○
盲
目
①
註
①
の
⑦
８
口
Ｑ

（
蛇
）
（
縄
）

六
’
六
八
頁
の
モ
ー
ズ
レ
ー
執
筆
の
「
旨
囲
昌
ｑ
」
の
章
で
あ
る
。

野
村
章
恒
は
昭
和
四
十
八
二
九
七
三
）
年
「
精
神
病
約
説
』
の
復
刻
に
際
し
て
、
モ
ー
ズ
レ
ー
の
精
神
病
の
治
療
精
神
に
つ
い
て
次
の
よ

を
検
問
、
ま
た
前
日
に
音
読
し
た
所
説
の
大
意
を
た
ず
ね
記
録
し
、
一
週
間
毎
に
そ
の
識
力
を
調
べ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

明
治
十
年
に
制
定
さ
れ
た
二
つ
の
規
則
は
、
運
動
や
作
業
と
い
う
方
法
を
使
っ
て
治
療
を
す
す
め
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
治
療
法
も
ま
た
モ
ラ
ル
・
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
の
な
か
で
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
ら
し
い
生
活
か
ら
脱
却
し
た
病
者
に
た
い
し
て
、

個
々
の
症
状
だ
け
で
な
く
そ
の
人
の
知
的
な
あ
る
い
は
肉
体
的
な
生
活
お
よ
び
人
間
全
体
を
対
象
と
し
た
治
療
は
、
ま
さ
し
く
社
会
生
活
へ

の
復
帰
の
重
要
性
を
認
知
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

近
代
の
精
神
医
療
の
な
か
で
、
こ
の
モ
ラ
ル
・
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
の
意
義
と
成
果
は
各
国
で
評
価
さ
れ
て
き
た
。
わ
が
国
で
の
最
初
の
試

み
は
「
癒
狂
院
」
で
の
実
践
に
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
運
動
・
作
業
を
規
則
正
し
い
時
間
割
の
な
か
で
進
め
、
そ
こ
に
指
導
者
を
配
置
し
、
そ

の
成
果
を
確
認
す
る
と
い
う
方
法
、
ま
た
作
業
を
と
お
し
て
技
術
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
能
力
に
応
じ
て
識
字
教
育
も
組
み
込
ま
れ
た

（
如
）

カ
ル
キ
ュ
ラ
ム
は
、
当
時
の
日
本
の
精
神
医
療
の
な
か
で
は
希
有
の
例
で
あ
っ
た
。

う
に
紹
介
し
て
い
る
。

精
神
病
の
治
療
法
に
は
、
精
神
治
療
と
薬
物
治
療
の
二
つ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
精
神
療
法
の
根
本
方
針
は
、
患
者
の
注
意
を
外
事

四
、
「
精
神
病
約
説
」
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其
一
鯵
憂
症
其
二
願
狂
其
三
癖
狂
其
四
徳
行
狂

其
五
失
神
其
六
痴
呆
其
七
全
身
麻
痒

第
五
章
診
断
ヲ
論
ス
第
六
章
病
理
ヲ
論
ス
第
七
章
病
屍
解
体
ヲ
論
ス

第
八
章
預
後
ヲ
論
ス
第
九
章
治
法
ヲ
論
ス

（
妬
）

そ
の
な
か
で
精
神
病
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

夫
レ
精
神
病
ハ
本
脳
内
至
尊
ノ
中
枢
…
漸
次
錯
乱
ス
ル
者
ニ
シ
テ
之
二
由
テ
感
動
乖
錯
思
慮
失
誤
品
行
不
整
ノ
症
或
ハ
合
発
シ
或
ハ
特
発

シ
其
人
ヲ
シ
テ
多
少
適
位
ノ
交
際
ヲ
失
ハ
シ
ム
ル
者
卜
謂
フ
ヘ
シ
、
而
シ
テ
精
神
ノ
中
枢
ハ
廻
轌
部
細
胞
ノ
神
経
質
二
寓
ス
ル
者
ナ
リ
精
神

病
ハ
本
来
其
機
能
ノ
変
調
ス
ル
者
一
一
シ
テ
自
発
継
発
ノ
別
ア
リ
卜
云
フ
ニ
至
ル
マ
テ
ハ
与
輩
ノ
安
然
確
説
ス
ル
所
ナ
リ

（
鞭
）

ま
た
英
国
で
の
精
神
病
の
分
類
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

（
帽
）

第
一
願
狂
（
言
自
国
）
急
性
症
又
躁
暴
狂
（
胃
具
の
９
厨
ａ
侭
冨
且
国
①
の
⑳
）

慢
性
症
合
言
○
己
の
）
復
帰
症
見
の
２
国
①
具
）

第
一
章
名
義
ヲ
論
ス

第
四
章
各
類
症
候
ヲ
論
ス

に
向
け
さ
せ
、
仕
事
に
専
念
す
る
よ
う
に
し
嬉
戯
（
リ
ク
レ
ェ
ー
シ
ョ
ン
）
に
熱
心
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
一
番
よ
い
と
言
っ
て
い
る
。

（
判
）

旨
精
神
病
者
に
こ
そ
心
身
医
学
研
究
テ
ー
マ
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。

リ
ノ
ー
ル
ズ
内
科
全
書
が
刊
行
さ
れ
た
わ
ず
か
四
年
後
、
神
戸
に
よ
っ
て
『
精
神
病
約
説
」
が
刊
行
さ
れ
た
。
目
次
は
次
の
よ
う
に
な

（
幅
）

っ
て
い
ブ
つ
。

第
二
章
分
類
ヲ
論
ス
第
三
章
原
因
ヲ
論
ス
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「
精
神
病
約
説
」
を
訳
し
た
神
戸
は
痛
狂
院
医
員
で
あ
っ
た
。
当
時
こ
の
病
院
を
支
え
た
医
師
た
ち
は
、
近
代
西
洋
医
学
を
修
め
た
人
た
ち

で
あ
る
。
神
戸
は
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
開
成
学
校
（
東
京
大
学
の
前
身
）
に
お
い
て
英
学
を
修
め
、
明
治
二
年
九
月
よ
り
、
大
阪
の
医
学
校

で
ボ
ー
ド
イ
ン
夢
昌
昏
○
員
こ
め
団
四
目
日
畠
９
１
畠
謡
）
、
エ
レ
メ
レ
ン
ス
（
旨
、
８
国
ョ
①
目
〕
ぬ
》
』
震
」
‐
扇
ぎ
）
に
医
学
を
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）

年
五
月
よ
り
、
大
学
東
校
（
東
京
大
学
医
学
部
の
前
身
）
に
お
い
て
ミ
ュ
ル
レ
ル
Ｐ
の
○
℃
○
鹿
冨
昌
の
『
〕
昴
塁
‐
勗
麗
）
、
ホ
フ
マ
ン
弓
扁
○
号
『
目
自
己

国
旦
冒
四
目
ゞ
勗
雪
‐
畠
暹
、
デ
ー
’
一
シ
シ
（
君
臣
の
冒
冒
①
昌
国
）
屍
路
‐
邑
届
）
に
医
学
、
ド
イ
ツ
語
を
学
ん
だ
。
そ
の
問
、
明
治
四
年
八
月
に
は

文
部
省
に
出
仕
、
東
校
（
大
学
東
校
明
治
四
年
八
月
改
称
）
の
変
則
生
ら
を
教
授
し
て
い
る
。
明
治
八
年
二
月
に
京
都
療
病
院
管
学
事
と
な
り
、

も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
治
療
法
の
要
点
を
「
精
神
治
法
」
と
「
医
療
治
法
」
と
い
う
二
つ
の
方
向
か
ら
と
ら
え
、
「
精
神
治
法
」
に
お
い
て
は
ま
ず
管
理
者

と
患
者
と
の
関
係
を
重
要
視
し
、
管
理
者
に
対
し
て
は
患
者
に
対
す
る
柔
軟
な
接
し
方
を
も
と
め
、
患
者
自
身
に
は
自
分
の
立
場
を
理
解
す

（
鍋
）

る
ょ
う
に
努
め
、
精
神
的
な
安
定
を
引
き
だ
す
こ
と
の
必
要
を
説
い
た
。
ま
た
患
者
に
外
事
に
目
を
向
け
さ
せ
、
「
職
業
二
苦
心
セ
シ
メ
或
ハ

（
別
）

各
般
ノ
嬉
戯
二
熱
心
セ
シ
ム
ル
」
こ
と
、
つ
ま
り
作
業
や
娯
楽
が
治
療
に
と
っ
て
最
良
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
本
の
詳
細
に
つ
い

て
は
別
槁
を
設
け
た
い
が
、
癩
狂
院
で
の
診
断
や
治
療
は
、
そ
の
理
念
だ
け
で
は
な
く
名
称
や
方
法
に
お
い
て
『
精
神
病
約
説
』
に
習
っ
た

第
二

第
三

第
四

第
五

第
六

帯
弟
七

失
神
又
健
忘
ｅ
①
日
四
三
巴
自
発
性
（
甲
冒
四
ご
）

痴
呆
附
愚
鈍
（
屋
Ｃ
Ｑ
〉
旨
の
盲
目
煽
冒
胃
の
罠
ｇ

全
身
麻
痒
（
⑦
の
国
①
邑
顧
邑
国
の
○
門
思
吊
の
厨
）

徳
行
狂
（
旨
○
国
自
国
の
閏
〕
ご
）

癖
狂
（
冨
○
ご
○
冒
曽
ｇ

醤
憂
（
昌
堅
四
二
８
房
）

継
発
性
命
①
８
且
四
昼
）
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（
制
）

顧
狂
院
で
の
医
療
に
も
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
の
医
員
三
上
天
民
、
真
島
利
民
も
近
代
西
洋
医
学
を
学
ん
だ
人
た
ち
で
あ
っ

た
。
彼
ら
に
よ
っ
て
こ
そ
、
明
治
十
二
年
夏
東
京
大
学
医
学
部
に
お
い
て
、
ベ
ル
ッ
日
『
ミ
ヨ
厨
の
宮
電
屋
ら
‐
己
邑
に
よ
っ
て
日
本
で
初
め
て

（
鼬
）

精
神
医
学
の
講
義
が
な
さ
れ
る
ま
え
に
、
体
系
的
な
精
神
医
療
が
「
精
神
病
約
説
」
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
、
精
神
衛
生
政
策
に
適
用
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
精
神
病
約
説
」
は
二
百
’
三
百
部
程
出
版
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
明
治
十
五
年
の
「
癩
狂
院
」
閉
鎖
と
と
も
に
そ

（
認
）

の
存
在
す
ら
忘
却
さ
れ
、
東
京
府
羅
狂
院
の
明
治
十
二
年
設
立
当
時
に
、
こ
の
著
作
が
参
考
に
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

「
癒
狂
院
」
の
診
断
名
と
入
院
退
院
状
況
を
経
年
的
に
検
討
し
、
利
用
状
況
な
ど
を
み
て
お
き
た
い
。

明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
に
整
理
さ
れ
出
版
さ
れ
た
『
京
都
療
病
院
第
一
次
年
報
」
に
よ
る
と
診
断
名
は
、
「
癒
狂
症
、
自
尊
狂
、
謹
憂

（
妬
）

狂
、
徳
行
狂
、
癖
狂
、
失
神
、
酒
癖
、
麻
痒
」
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
十
三
（
一
八
八
○
）
年
、
神
戸
文
哉
に
よ
っ
て
編
集
、
刊
行
さ
れ
た
「
京

都
療
病
院
雑
誌
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
診
断
名
は
更
に
細
分
化
さ
れ
、
「
失
神
、
誤
想
、
妄
想
、
幻
想
、
道
徳
痴
呆
、
道
徳
狂
、
昏
迷
謬
憂
、

（
別
）

残
暴
篭
憂
、
宗
旨
狂
、
依
剥
昆
姪
兒
、
傲
慢
狂
、
虚
傲
、
高
望
狂
、
急
性
願
狂
、
慢
性
癩
狂
、
不
全
瀧
狂
、
麻
痒
、
酒
癖
」
と
分
類
さ
れ
て

（
弱
）
（
卵
）

い
る
。
「
精
神
病
約
説
』
の
説
明
か
ら
、
「
誤
想
、
妄
想
、
幻
想
」
は
「
癖
狂
」
、
「
依
剥
昆
姪
兒
」
は
「
鯵
憂
」
と
考
え
ら
れ
る
。
「
自
尊
狂
、

酒
癖
」
は
当
時
の
英
国
流
診
断
法
に
も
、
ま
た
独
逸
国
流
診
断
法
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
願
狂
院
」
独
自
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考

え
る
。
精
神
病
も
ま
た
地
域
性
を
背
負
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
診
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
調
べ
え
た
範
囲
で
は
不
明
で
あ
る
。

明
治
十
二
年
に
東
京
府
揮
狂
院
が
設
立
さ
れ
る
が
、
「
明
治
十
二
年
中
東
京
府
病
院
事
務
取
扱
概
表
上
申
」
に
よ
る
と
、
診
断
名
は
「
鯵
憂
、

（
ｗ
）

痴
呆
、
躁
狂
」
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
十
四
二
八
八
一
）
年
の
「
東
京
府
願
狂
院
患
者
原
因
病
性
比
較
表
」
で
は
、
「
諺
狂
、
痴
狂
、
躁
狂
、

（
調
）

偏
狂
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
呉
秀
三
の
報
告
に
よ
る
と
、
そ
こ
で
の
患
者
の
処
遇
は
収
容
、
隔
離
が
基
本
で
あ
っ
た
。
京
都
と
は
診
断
基

準
に
お
い
て
も
治
療
に
お
い
て
も
視
点
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
京
都
の
病
歴
記
録
に
は
治
療
・
症
状
経
過
、
さ
ら

五
、
「
艤
狂
院
」
利
用
状
況
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（
弱
）
（
帥
）

に
予
後
に
至
る
ま
で
詳
細
に
記
載
さ
れ
、
か
な
り
整
っ
た
治
療
が
提
供
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
例
）

次
に
明
治
八
’
十
四
年
の
入
退
院
の
状
況
を
み
て
お
き
た
い
。
「
京
都
療
病
院
第
一
次
年
報
」
を
も
と
に
、
入
院
・
滞
在
患
者
合
計
数
に
対

す
る
退
院
割
合
お
よ
び
退
院
時
転
帰
を
集
計
し
た
。
統
計
結
果
か
ら
次
の
三
点
に
つ
い
て
注
目
し
た
。

岨
一
入
院
数
：
明
治
八
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
岩
倉
と
大
日
堂
で
の
収
容
患
者

旬
％
％
％
％
％
％
％
｜
｜
饒
晄
跳
泌
呪
跳
蛯
眺
数
は
合
算
し
て
も
三
十
五
人
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
初
年
度
五
カ
月
余
で
八
十
二
人
の

Ｂ

死
１
１
１

割
娚
別
塊
艶
刈
別
錦

鑑
亡
３
１
１
０
７
７
７
入
院
患
者
を
む
か
え
、
そ
の
後
年
々
増
加
し
、
明
治
十
三
年
に
は
二
百
三
十
二
人

死
１
１
２
２
３
１
を
数
え
て
い
る
。
こ
の
結
果
は
、
そ
れ
ま
で
金
銭
的
な
事
情
そ
の
他
の
理
由
で
、

Ｂ数
仙
虹
砲
妬
妬
粥
肥

檸
既
洗
眺
呪
眺
泌
眺
精
神
病
者
を
自
宅
な
ど
で
抱
え
て
い
た
人
々
も
積
極
的
に
利
用
し
た
も
の
と
推
測

院
１
１
１
１
２
１

退

不
６
７
７
８
６
７
５
で
き
る
。

Ａ

ｌ
｜
退
院
割
合
・
・
明
治
九
’
十
四
年
の
退
院
割
合
は
平
均
し
て
約
八
十
％
で
あ

稀
恥
叩
加
画
錦
加
皿

数
馳
測
蹄
調
皿
蛇
妬

計
１
１
２
２
３
２

る
。
積
極
的
な
退
院
、
つ
ま
り
社
会
生
活
へ
の
復
帰
を
促
し
て
い
た
も
の
と
考
え

合
口

檸
跳
既
螂
呪
暁
呪
呪
ら
れ
る
。
歴
史
的
視
点
か
ら
、
精
神
病
院
ま
た
精
神
病
者
収
容
所
か
ら
の
退
院
の

数
２
２
３
９
８
３
歴
）

全
２
１
１
２
３

確
馳
喝
賜
加
略
妬
略
難
し
さ
と
比
較
す
る
と
非
常
に
特
異
な
例
で
あ
る
。
病
歴
記
録
に
は
退
院
後
の
経

訴
誌
ｕ
別
別
肥
訓
妬
帥
過
に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
た
箇
所
が
あ
り
、
病
状
が
現
れ
て
い
る
が
、
日
常
生
活

（
銘
）

合
数
を
営
ん
で
い
る
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
癩
狂
院
」
が
収
容
場
所
で
な
く
、
治
療
場

割
在
蛇
謁
調
狸
刷
侭
嬬
鑑
如
皿
哩
班
岻
獅
配
所
と
し
て
稼
働
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

院
滞

退
年
年
年
年
年
年
年
退
年
年
年
年
年
年
年

三
全
治
率
：
「
療
病
院
雑
誌
」
に
は
、
全
治
・
死
亡
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

８
９
０
１
２
３
４

１
１
１
１
１
３

８
９
川
Ⅱ
旭
喝
Ⅲ
記
載
さ
れ
て
い
る
。

２
治表

明
表
蠅
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全
癒
ノ
数
ハ
諸
症
ノ
軽
重
発
病
ノ
新
旧
二
関
シ
死
亡
ノ
数
ハ
老
齢
ノ
末
期
ト
狂
躁
上
ノ
虚
脱
二
出
ル
コ
ト
：
．
死
数
ノ
多
キ
ト
治
癒
ノ
少
キ

（
飢
）

ト
ハ
局
中
最
モ
深
ク
関
係
ス
ヘ
キ
所
ニ
シ
テ
勉
テ
其
理
由
ヲ
探
尋
シ
以
テ
後
日
ノ
好
表
ヲ
望
ム
ヘ
キ
ノ
要
．
：

退
院
可
能
な
程
に
軽
快
し
て
も
全
治
の
難
し
さ
を
記
し
て
い
る
。
全
治
・
不
治
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
手
元
に
あ
る
記
録
か
ら
は
不
明
で

あ
る
。
さ
ら
に
詳
細
な
入
院
状
況
、
例
え
ば
月
、
年
齢
、
病
名
に
よ
る
差
異
、
ま
た
病
歴
記
録
に
見
ら
れ
る
治
療
状
況
に
つ
い
て
の
検
討
は

別
稿
を
設
け
た
い
と
思
う
。

「
癩
狂
院
」
は
府
の
衛
生
事
業
と
し
て
す
す
め
ら
れ
た
。
府
は
「
癒
狂
院
」
を
療
病
院
の
附
属
機
関
と
し
て
く
み
い
れ
、
遠
隔
地
で
な
く

地
域
の
な
か
に
病
院
を
建
て
、
財
政
的
援
助
と
人
材
派
遣
を
お
こ
な
い
、
医
師
、
看
護
人
、
事
務
職
員
を
配
置
し
、
そ
の
役
割
と
責
任
を
規

定
し
、
詳
細
な
治
療
規
則
を
作
成
し
た
。
さ
ら
に
管
内
の
患
者
に
つ
い
て
は
診
察
料
を
「
随
意
」
と
し
た
。

西
洋
医
学
を
修
得
し
た
医
師
た
ち
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
「
顧
狂
院
」
の
治
療
は
、
道
徳
療
法
を
く
む
イ
ギ
リ
ス
の
考
え
方
を
礎
に
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
ョ
ン
ケ
ル
の
知
識
や
神
戸
文
哉
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
「
精
神
病
約
説
」
は
憲
依
的
で
宗
教
的
な
考
え
方
を
否
定
し
、
西
洋

の
近
代
医
学
に
立
脚
し
て
、
病
因
や
治
療
法
を
探
求
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
診
断
は
症
状
に
よ
っ
て
細
か
く
区
分
さ
れ
、
病
歴
記
録
に
は

治
療
経
過
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
た
。
「
理
性
を
回
復
」
す
る
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
安
ら
か
な
治
療
環
境
が
備
え
ら
れ
、
取
り

入
れ
ら
れ
た
作
業
・
運
動
・
教
育
療
法
に
お
い
て
も
、
人
格
と
個
人
の
意
向
が
尊
重
さ
れ
、
社
会
生
活
へ
の
適
応
が
目
標
と
さ
れ
た
。
男
女

は
基
本
的
に
別
々
に
扱
わ
れ
、
た
と
え
危
害
を
お
よ
ぼ
す
患
者
で
あ
っ
て
も
、
隔
離
処
置
に
つ
い
て
は
慎
重
に
対
処
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
た
。

「
顧
狂
院
」
で
の
試
み
は
、
府
の
欧
化
政
策
が
推
進
さ
れ
る
時
代
の
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
精
神
病
療
法
に
西
欧
の
方
法
を
融

合
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
西
欧
の
そ
れ
を
全
面
的
に
導
入
し
、
精
神
衛
生
に
対
す
る
認
識
と
政
策
を
転
換
し
た
。
そ
の
一
方
、
中
央
で
は
明

お
わ
、
ノ
に
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こ
れ
に
よ
っ
て
警
察
に
よ
る
精
神
病
者
へ
の
役
割
が
確
認
さ
れ
、
病
者
治
療
に
対
す
る
家
族
負
担
の
原
則
が
示
さ
れ
た
。
加
え
て
翌
年
四

月
十
一
日
付
の
内
務
省
へ
の
伺
い
害
に
は
、
京
都
府
願
狂
院
廃
止
に
あ
た
っ
て
、
「
風
癬
白
痴
ニ
シ
テ
自
ラ
住
所
姓
名
年
齢
等
弁
シ
得
サ
ル
モ

（
加
）
（
、
）

ノ
」
は
、
「
監
獄
則
第
三
拾
条
一
一
準
拠
シ
監
獄
中
ノ
別
房
二
留
メ
」
お
く
こ
と
が
記
さ
れ
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
精
神
病
者
は
ど
こ
で
診
ら
れ
、
ど
こ
で
受
け
止
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
京
都
で
は
、
「
露
狂
院
」
廃
止
直
後
の
十
月
に
、

療
病
院
の
永
谷
鍵
次
郎
や
李
家
隆
彦
ら
に
よ
っ
て
、
私
立
京
都
艤
狂
院
が
禅
林
寺
永
観
堂
に
お
い
て
開
か
れ
、
の
ち
経
営
者
や
経
営
方
針
の

（
池
）

変
遷
を
経
て
、
現
在
の
川
越
病
院
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
も
「
簿
狂
院
」
の
精
神
と
目
的
と
実
践
を
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
は
困

治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
、
警
視
庁
布
達
甲
三
十
八
号
、
同
甲
九
十
三
号
、
ま
た
明
治
十
三
年
太
政
官
布
告
三
十
六
号
、
さ
ら
に
明
治
十
七
二

（
鰯
）

八
八
四
）
年
警
視
庁
令
甲
三
号
な
ど
に
よ
っ
て
、
私
宅
監
置
を
前
提
と
し
た
法
の
整
備
が
す
す
め
ら
れ
て
い
た
。

（
髄
）

明
治
十
五
年
九
月
二
十
一
日
に
京
都
府
立
「
癩
狂
院
」
は
廃
院
す
る
。
知
事
交
代
に
よ
る
政
策
転
換
と
財
政
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る

（
師
）

と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
同
時
期
に
そ
れ
ま
で
の
衛
生
政
策
や
勧
業
政
策
で
重
視
さ
れ
た
舎
密
局
や
多
く
の
工
場
が
閉
鎖
さ
れ
た
。
そ
の
直
後

の
十
月
三
日
、
北
垣
国
道
知
事
は
内
務
卿
に
対
し
て
「
発
狂
人
取
扱
之
儀
二
付
伺
」
を
提
出
し
た
。

書
面
伺
之
趣
暴
動
捨
置
キ
難
キ
モ
ノ
ハ
監
獄
別
房
二
入
し
否
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
戸
長
二
鯵
テ
適
宜
救
護
ヲ
加
へ
該
費
用
本
籍
不
判
明
者
ハ
救

（
帥
）

護
地
地
方
税
教
育
費
ョ
リ
支
弁
シ
有
籍
者
ハ
家
元
ョ
リ
支
弁
セ
シ
ム
ヘ
シ

内
務
卿
山
田
顕
義
は
翌
年
七
月
三
十
日
に
次
の
よ
う
に
返
答
し
、
府
知
事
の
意
向
を
認
め
た
。

上
狂
艤
人
有
之
警
察
官
二
齢
テ
相
当
穏
便
ノ
介
抱
ヲ
尽
ス
ト
錐
ト
モ
何
分
暴
動
捨
置
キ
難
ク
候
一
一
付
遂
二
内
政
警
察
規
則
第
十
八
条
ニ
ョ

リ
之
ヲ
取
押
へ
其
地
戸
長
二
引
渡
シ
タ
ル
ト
キ
其
者
住
所
氏
名
不
判
然
ナ
ル
乎
又
ハ
重
病
者
ニ
テ
原
籍
送
り
帰
シ
難
キ
場
合
戸
長
二
齢
テ

（
鯛
）

其
者
取
扱
方
井
二
右
二
関
ス
ル
費
用
支
弁
方
如
何
相
心
得
可
然
哉
速
二
何
分
之
御
指
示
相
成
度
此
段
相
伺
候
也
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（
門
）

難
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
廃
院
前
の
三
月
に
は
、
三
上
天
民
に
よ
っ
て
木
瓜
原
簿
狂
院
が
開
設
さ
れ
、
三
十
名
程
を
収
容
し
て
明
治

（
別
）

二
十
二
（
一
八
八
九
）
年
ま
で
続
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
状
態
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
ま
た
「
綴
狂
院
」
の
開
業
と
と
も
に
廃
止
令
が

（
両
）
（
妬
）

出
さ
れ
た
岩
倉
の
四
軒
の
民
宿
が
復
活
し
、
従
来
の
療
法
が
再
現
さ
れ
た
。
明
治
十
七
年
に
は
村
の
有
力
者
や
民
宿
関
係
者
に
よ
っ
て
岩
倉

願
狂
院
が
設
立
さ
れ
た
が
、
当
初
は
精
神
病
院
と
し
て
の
設
備
は
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
浦
）
～
（
帥
）

「
癩
狂
院
」
廃
院
後
、
公
立
の
精
神
病
院
は
北
海
道
内
以
外
で
は
、
し
ば
ら
く
明
治
十
二
年
創
設
の
東
京
府
顧
狂
院
の
み
で
あ
り
、
呉
秀

三
ら
の
「
精
神
病
者
私
宅
監
置
ノ
実
況
及
ビ
其
統
計
的
観
察
」
で
の
調
査
と
報
告
に
あ
る
よ
う
に
、
精
神
病
者
の
処
遇
は
法
的
に
認
知
さ
れ

た
収
容
隔
離
が
中
心
と
な
り
、
そ
の
責
任
は
家
族
と
私
立
の
精
神
病
院
に
課
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。

京
都
府
の
精
神
衛
生
政
策
が
中
央
の
方
針
に
追
随
し
て
い
く
な
か
で
、
「
癩
狂
院
」
を
担
っ
た
行
政
官
、
医
師
た
ち
も
、
た
と
え
ば
明
石
博

高
、
真
島
利
民
、
三
上
は
在
野
に
、
神
戸
は
大
阪
へ
と
そ
の
要
職
を
離
れ
た
。
彼
ら
が
確
信
し
た
精
神
病
や
そ
の
病
者
に
た
い
す
る
認
識
と

（
脂
）

責
任
は
、
府
の
政
策
上
で
、
明
石
の
い
う
「
此
病
ヲ
医
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
思
い
の
う
え
に
、
西
洋
医
学
を
学
ん
だ
医
師
た
ち
の
知
識
と
手
に

よ
っ
て
、
「
癩
狂
院
」
と
い
う
場
で
実
践
さ
れ
た
。
七
年
半
に
わ
た
っ
て
築
か
れ
た
そ
の
実
践
は
、
中
央
、
新
知
事
の
政
策
方
針
と
い
う
限
界

の
な
か
で
は
、
精
神
衛
生
政
策
と
し
て
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
後
い
か
さ
れ
る
こ
と
は
希
少
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
そ
の
業
績
は
、
の
ち
に
精
神
医
療
を
担
う
人
々
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
。
明
治
二
十
三
（
一
八
九
○
）
年
米
国
フ
ィ
ラ
デ
ル
ヒ
ィ

ア
の
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
羅
狂
院
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
際
し
て
、
私
立
京
都
癒
狂
院
は
「
願
狂
院
」
の
業
績
を
た
た
え
、
そ
れ
を
継
続
し
て

（
沼
）

い
く
こ
と
の
難
し
さ
を
記
し
た
。
ま
た
明
治
三
十
四
（
一
九
○
一
）
年
岩
倉
癒
狂
院
院
長
と
な
り
、
病
院
の
施
設
・
診
療
の
充
実
と
と
も
に
、

（
副
）

そ
れ
ま
で
「
軋
礫
・
紛
議
が
つ
づ
い
た
」
各
茶
屋
を
指
導
し
て
、
「
ゲ
ー
ル
」
の
家
庭
看
護
形
式
を
高
矩
と
し
た
土
屋
栄
吉
は
、
「
鰯
狂
院
」

（
塊
）
（
塊
）

を
「
本
邦
精
神
病
院
の
噴
矢
」
と
し
て
注
目
し
た
。
土
屋
は
警
察
が
望
ん
だ
「
室
的
監
置
式
」
で
な
く
、
「
主
に
個
体
的
強
制
式
」
を
施
し
、

（
郡
）

運
動
療
法
を
と
り
い
れ
た
。
彼
の
試
作
に
注
視
し
た
巣
鴨
病
院
院
長
呉
秀
三
も
ま
た
道
徳
・
作
業
療
法
を
重
視
し
、
私
宅
監
置
の
状
況
に
疑

（
妬
）

問
を
投
げ
た
精
神
科
医
で
あ
っ
た
。
明
石
ら
に
よ
る
理
想
と
情
熱
と
施
策
は
、
時
代
と
い
う
限
界
の
な
か
で
も
、
精
神
病
者
の
治
療
に
献
身
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「
羅
狂
院
」
の
開
業
前
夜
か
ら
廃
院
前
後
ま
で
の
経
過
は
以
上
で
あ
る
。
「
嬢
狂
院
」
の
存
在
は
、
精
神
病
者
ま
た
そ
の
家
族
に
と
っ
て
は

如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
の
施
策
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
彼
ら
の

視
点
か
ら
「
癩
狂
院
」
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
謝
辞
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
大
阪
大
学
医
学
部
公
衆
衛
生
学
教
室
教
授
多
田
羅
浩
三
先
生
、
同
医
学
概
論
助

教
授
松
田
武
先
生
な
ら
び
に
同
公
衆
衛
生
学
教
室
講
師
中
西
範
幸
先
生
、
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
長
門
谷
洋
治
先
生
、
京
都
府
立
医
科
大
学
図

書
館
な
ら
び
に
京
都
府
立
総
合
資
料
館
に
深
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
）

し
た
医
師
た
ち
に
ふ
り
か
え
ら
れ
た
。

（
７
）
普
陀
落
山
人
「
京
都
医
事
衛
生
懐
旧
談
（
其
三
こ
、
『
京
都
医
事
衛
生
誌
』
第
四
号
、
二
二
’
二
三
頁
、
一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
）
年
、
京

（
４
）
岡
田
靖
雄
『
精
神
医
療
」
二
五
’
二
六
頁
、
勁
草
書
房
、
東
京
、
一
九
六
四
（
昭
和
三
十
九
）
年
．

（
５
）
山
崎
佐
「
精
神
病
者
処
遇
考
」
、
「
神
経
学
雑
誌
」
第
三
十
四
巻
、
七
五
’
八
四
頁
、
二
三
四
’
二
四
五
頁
、
三
九
九
’
四
一
二
頁
、
五
○
三

’
五
○
九
頁
、
一
九
三
一
’
一
九
三
二
（
昭
和
六
’
七
）
年
、
東
京
。
お
よ
び
前
掲
文
献
（
３
）
の
二
三
三
Ｉ
二
四
二
頁
。

（
６
）
山
根
真
吉
郎
「
乙
訓
郡
下
久
世
村
大
日
堂
ノ
儀
二
付
探
策
害
」
、
お
よ
び
「
北
岩
倉
大
雲
寺
之
儀
二
付
探
索
言
」
、
明
治
八
年
四
月
二
十
八
日
、

（
幻
）
も
同
資
料
に
よ
る
。

（
２
）
日
日
巴
貢
の
禺
日
の
貝
は
尋

（
３
）
呉
秀
三
「
日
本
二
船
ケ
ル
峠

文
献
お
よ
び
注

（
１
）
栞
政
輔
「
羅
狂
病
生
養
ノ
儀
二
付
言
上
書
」
、
明
治
八
年
四
月
二
十
二
日
、
（
『
願
狂
院
一
件
』
収
）
。
こ
の
文
献
資
料
は
京
都
府
立
総
合
資
料

館
所
蔵
の
『
京
都
府
史
・
第
二
篇
政
治
部
衛
生
類
第
六
」
に
収
録
さ
れ
る
。
下
掲
の
文
献
（
６
）
（
Ｍ
）
（
鴫
）
（
肥
）
（
四
）
（
別
）
（
皿
）
（
配
）

都
○ （

幻
）
ｊ

禺
国
○
吋
巴
一

呉
秀
三

三
十
六
）

所
収
）
。

（
『
癒
狂
院
一
件
」
収
）
。

吊
禺
日
の
貝
は
「
道
徳
療
法
」
と
も
「
精
神
療
法
」
と
も
訳
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
二
齢
ケ
ル
精
神
病
学
ノ
歴
史
」
（
の
①
円
三
目
扁
号
『
房
胃
三
胃
『
肘
冒
菅
９
国
）
、
二
四
五
’
二
五
一
頁
、

年
。
（
精
神
医
療
史
研
究
会
『
呉
秀
三
先
生
ｌ
そ
の
業
績
」
、
呉
秀
三
先
生
業
績
顕
彰
会
、
東
京
、
一
九
七
四

一
九
○
三
（
明
治

（
昭
和
四
十
九
）
年
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（
Ⅱ
）
呉
秀
三
「
我
邦
二
齢
Ｌ

七
（
明
治
四
十
）
年
。

（
皿
）
土
屋
栄
吉
吾

和
十
一
）
年
。

（
９
）
土
屋
栄
吉
「
京
都
に
齢
け
る
精
神
病
者
医
療
施
設
の
回
顧
（
上
）
」
、
『
京
都
医
事
衛
生
誌
』
第
四
九
九
号
、
一
’
四
頁
、
一
九
三
五
（
昭
和
十
）

（
８
）
土
屋
栄
吉
「
京
都
府
下
岩
倉
村
に
砂
け
る
精
神
病
者
療
養
の
概
況
」
、
「
京
都
医
事
衛
生
誌
』
第
四
三
九
号
、
六
’
九
頁
、
一
九
三
○
（
昭
和

（
Ｂ
）

（
皿
）

（
略
）

（
雌
）

（
Ⅳ
）

（
岨
）
魚
谷
隆
「
岩
倉
と
精
神
病
（
そ
の
一
）
伝
説
」
、
こ
の
文
献
は
、
昭
和
五
十
八
（
一
九
八
三
）
年
七
月
、
九
月
の
京
都
医
学
史
研
究
会
に
お
い

て
、
魚
谷
隆
先
生
、
大
場
範
一
先
生
に
よ
っ
て
、
「
岩
倉
保
養
所
の
歴
史
」
と
題
し
て
発
表
さ
れ
た
際
に
配
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
松
田
武

先
生
を
通
じ
て
入
手
し
た
。
雑
誌
名
、
巻
、
頁
、
年
、
発
行
等
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
下
掲
の
文
献
（
過
）
（
妬
）
（
布
）
（
巧
）
も
同
様

へへへへへ

2221201918
ー… … …

で
あ
る
。

魚
谷
隆

五
）
年
。

「
纐
狂
院
設
立
之
儀
二
付
言
上
書
」
、
明
治
八
年
六
月
三
十
日
、
（
「
癒
狂
院
一
件
」
収
）
・

明
治
八
年
七
月
十
三
日
、
（
「
簿
記
掛
病
院
一
件
」
収
）
。

明
治
八
年
七
月
二
十
四
日
「
附
存
」
、
今
簿
記
掛
病
院
一
件
」
収
）
。

明
治
八
年
七
月
二
日
、
（
『
簿
記
掛
病
院
一
件
」
収
）
。

明
治
八
年
七
月
二
十
四
日
、
（
「
簿
記
掛
病
院
一
件
』
収
）
。

明
治
八
年
五
月
、
（
「

土
屋
栄
吉
「
東
山
天

一
（
昭
和
十
六
）
年

魚
谷
隆
「
岩
倉
と
精
神
病
（
そ
の
二
）
茶
屋
と
医
療
」
。

「
癒
狂
院
設
立
趣
意
書
」
、
明
治
八
年
七
月
二
十
四
日
、
（
「
簿
記
掛
病
院
一
件
」
収
）
。

「
明
石
博
高
モ
亦
夕
建
議
ス
」
、
明
治
八
年
五
月
、
二
痛
狂
院
一
件
』
収
）
。

明
治
八
年
五
月
、
（
「
癩
狂
院
一
件
」
収
）
。

土
屋
栄
吉
「
東
山
天
華
翁
と
其
事
蹟
（
本
邦
精
神
病
者
療
護
上
の
功
者
）
」
、
「
医
證
』
十
一
号
、
五
四
五
（
三
）
’
五
五
一
三
琴
、
一
九
四

甲
C

「
我
邦
二
齢
ケ
ル
精
神
病
二
関
ス
ル
最
近
ノ
施
設
」
、
「
東
京
医
学
会
二
十
五
周
年
記
念
誌
」
第
二
号
、
一
三
○
頁
、
東
京
、
一
九
○

「
京
都
に
齢
け
る
精
神
病
者
医
療
施
設
の
回
顧
（
下
）
」
、
「
京
都
医
事
衛
生
誌
」
第
五
○
○
号
、
一
七
’
一
九
頁
、
一
九
三
六
（
昭
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（
別
）
藤
田
俊
夫
『
医
学
近
代
化
と
来
［

（
兜
）
岡
田
靖
雄
「
私
設
松
沢
病
院
｛

（
認
）
「
患
者
診
察
料
の
義
二
付
上
申
」
、

（
弘
）
布
達
一
五
二
号
「
願
狂
院
治
療
輻

（
弱
）
前
掲
文
献
（
羽
）
の
一
五
○
頁
。

（
調
）
「
療
病
院
第
一
次
年
報
」
、
九
七
舌

（
町
）
「
患
者
之
教
則
」
お
よ
び
「
工
場

（
胡
）
原
本
は
京
都
府
立
医
科
大
学
図
一

（
調
）
前
掲
文
献
（
羽
）
の
一
四
九
頁
。

（
州
）
明
治
十
二
年
二
月
二
日
付
け
の
土

へへへへ

30292827
ー………

（
恥
）

（
別
）
明
治
八
年
七
月
二
十
七
日
、
（
『
痛
狂
院
一
件
』
収
）
。

（
妬
）
魚
谷
隆
「
岩
倉
と
精
神
病
（
そ
の
三
）
茶
屋
禁
止
令
」
に
は
、
「
実
際
は
『
煮
売
業
』
と
し
て
営
業
が
継
続
さ
れ
て
い
た
と
聞
く
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

（
羽
）
京
都
府
立
医
科
大
学
創
立
八
十
周
年
記
念
委
員
会
編
・
発
行
、
『
京
都
府
立
医
科
大
学
八
十
年
史
」
、
一
四
五
頁
、
京
都
、
一
九
五
五
（
昭
和

「
療
病
院
第
一
次
年
報
」
、
九
七
頁
、
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
。

「
患
者
之
教
則
」
お
よ
び
「
工
場
仮
規
則
」
、
明
治
十
年
一
月
十
日
、
言
癒
狂
院
一
件
」
収
）
。

原
本
は
京
都
府
立
医
科
大
学
図
書
館
に
所
蔵
、
上
巻
・
中
巻
・
下
巻
の
三
巻
よ
り
成
る
。

前
掲
文
献
（
羽
）
の
一
四
九
頁
。
お
よ
び
前
掲
文
献
（
７
）
の
三
二
頁
。

明
治
十
二
年
二
月
二
日
付
け
の
大
阪
日
報
に
は
、
「
癒
狂
院
内
患
者
ノ
作
業
」
と
し
て
工
場
労
働
に
つ
い
て
、
「
京
都
羅
狂
院
の
患
者
に
来
る

五
日
よ
り
工
業
を
さ
せ
る
事
に
な
り
工
場
は
院
内
へ
落
成
と
な
り
た
れ
ば
最
初
は
西
洋
向
の
手
遊
烏
籠
を
栫
へ
さ
せ
ら
れ
る
由
願
狂
人
で
も

前
掲
文
献
（
四
）
の
二
一
頁
。

川
喜
田
愛
郎
『
近
代
医
学
の
由

文
献
（
四
）
の
二
一
’
二
三
言

藤
田
俊
夫
『
医
学
近
代
化
と
来
日
外
国
人
』
一
○
八
Ｉ
二
○
頁
、
世
界
保
健
通
信
社
、
大
阪
、
一
九
八
八
（
昭
和
六
十
三
）
年
。

岡
田
靖
雄
「
私
設
松
沢
病
院
史
」
、
五
五
頁
、
岩
崎
学
術
出
版
社
、
東
京
、
一
九
八
一
（
昭
和
五
十
六
）
年
。

「
患
者
診
察
料
の
義
二
付
上
申
」
、
明
治
九
年
四
月
七
日
、
（
「
布
令
書
」
収
）
。

布
達
一
五
二
号
「
願
狂
院
治
療
規
則
改
正
交
付
の
事
」
、
明
治
九
年
四
月
八
日
、
（
「
布
令
害
」
収
）
。

明
治
八
年
七
月
二
十
五
日
の
「
癩
狂
院
設
立
開
業
式
」
の
記
録
（
「
願
狂
院
一
件
」
収
）
に
よ
る
と
、
府
長
官
、
医
務
掛
、
監
察
掛
、
市
郡
庶

務
課
官
員
、
療
病
院
掛
、
京
伏
総
区
長
、
同
助
役
、
同
各
区
区
長
、
南
禅
寺
村
戸
長
ら
が
出
頭
し
て
い
る
。

布
達
三
二
五
号
「
願
狂
院
設
立
開
業
ノ
事
」
、
明
治
八
年
七
月
二
十
五
日
、
（
『
布
令
書
」
収
）
。

明
治
八
年
七
月
二
十
五
日
、
（
『
癩
狂
院
一
件
」
収
）
。

三
十
）
年
。

の
二
一
’
二
三
頁
。

「
近
代
医
学
の
史
的
基
盤
（
上
）
』
四
九
八
’
五
六
二
頁
、
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
九
七
七
（
昭
和
五
十
二
）
年
。
お
よ
び
前
掲
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工
業
を
す
る
か
ら
神
経
の
狂
は
ぬ
人
は
遊
ん
で
居
れ
ぬ
世
の
中
と
は
な
り
た
り
。
：
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
似
）
］
知
吊
の
呂
詞
の
旨
（
）
亘
弓
○
ｚ
弓
両
ご
国
ご
弓
○
罰
の
弓
○
弓
国
固
め
両
ｏ
ｏ
ｚ
ｐ
ぐ
○
Ｆ
目
富
国
房
禺
の
弓
両
三
○
句
三
局
目
Ｑ
ｚ
里
〕
ぐ
○
冒
白
①
弓
扁

の
①
○
○
口
Ｑ
』
白
四
Ｑ
昌
一
毎
．
四
ｐ
Ｑ
ｏ
ｐ
Ｆ
Ｏ
ご
Ｑ
○
国
』
“
『
い

（
蛇
）
モ
ー
ズ
レ
ー
は
二
十
三
歳
で
シ
ー
ド
ル
王
立
病
院
合
胃
四
巳
の
詞
昌
巴
四
○
的
凰
圃
一
）
長
に
推
挙
さ
れ
、
そ
の
在
職
期
間
の
三
年
間
に
精
神
病

者
治
療
の
心
身
相
関
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
そ
の
後
「
仙
馬
理
ノ
医
学
校
」
（
聾
冨
画
曼
め
西
○
の
目
巴
冨
①
巳
８
５
昌
①
鴨
）
教
授
と
な
り
精
神

医
学
を
担
当
し
た
。
「
旨
⑳
目
ご
」
を
書
き
記
し
、
そ
れ
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
三
十
八
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
田
ぺ
の
弓
両
冨
○
句
三
両
目
Ｑ
ｚ
国

に
は
、
当
時
の
彼
に
つ
い
て
日
×
四
目
冒
囚
旨
巨
①
ｇ
ｏ
旨
①
ざ
号
①
ご
巳
ぐ
①
国
ｇ
ａ
ｇ
目
○
月
印
○
庁
の
の
○
吋
旦
卑
ヨ
の
巨
○
の
四
目
卑
肖
爵
⑦

旦
三
①
ｇ
ｏ
旨
①
ヨ
ロ
目
ぐ
①
厨
ご
○
呂
偲
魚
も
ご
ｍ
言
冨
ｐ
８
ｐ
己
ぐ
の
風
ｑ
９
扁
鴨
函
○
印
凰
且
」
と
紹
介
し
て
い
る
。

（
媚
）
平
沢
一
「
我
が
国
最
初
の
西
洋
精
神
医
学
害
『
精
神
病
約
説
」
と
そ
の
訳
者
神
戸
文
哉
」
、
「
精
神
医
差
六
巻
七
号
、
五
五
○
’
五
五
一
頁
、

一
九
六
四
（
昭
和
三
十
九
）
年
。
（
原
本
と
神
戸
文
哉
の
翻
訳
は
京
都
府
立
医
科
大
学
図
書
館
に
お
い
て
比
較
で
き
る
）

（
“
）
野
村
章
恒
「
解
題
」
『
精
神
病
約
説
」
（
復
刻
版
）
、
一
頁
、
精
神
医
学
神
経
学
古
典
刊
行
会
、
東
京
、
昭
和
四
十
八
年
。

（
蝿
）
『
精
神
病
約
説
」
（
復
刻
版
）
、
三
頁
、
精
神
医
学
神
経
学
古
典
刊
行
会
、
東
京
、
昭
和
四
十
八
年
。

（
妬
）
前
掲
文
献
（
妬
）
の
五
’
六
頁
。
ま
た
前
掲
文
献
（
媚
）
に
は
原
文
と
神
戸
文
哉
の
翻
訳
と
を
比
較
し
て
い
る
。

（
岬
）
前
掲
文
献
（
妬
）
の
八
’
九
頁
。
お
よ
び
前
掲
文
献
（
蝿
）
の
五
五
○
頁
。

（
銘
）
前
掲
文
献
（
媚
）
の
「
シ
、
胃
①
○
『
罰
、
ぐ
冒
阻
は
「
旨
囲
昌
ご
」
に
お
い
て
「
シ
呂
蔚
○
吋
罰
四
急
侭
冒
且
昌
の
の
の
」
に
あ
た
り
、
「
言
四
目
①
閉
」

へへ

5453
…ー

へへへへ

52515049
…………

前
掲
文
献
（
媚
）
の
一
二
三
’
一
二
四
頁
。

前
掲
文
献
（
妬
）
の
一
二
六
’
一
二
七
頁
．

前
掲
文
献
（
鳴
）
の
五
四
八
’
五
五
五
頁
。

東
京
大
学
医
学
部
創
立
百
年
記
念
会
・
東
京
大
学
医
学
部
百
年
史
編
集
委
員
会
『
東
京
大
学
医
学
部
百
年
史
」
、
四
三
二
’
四
三
三
頁
、
東
京

大
学
出
版
会
、
東
京
、
一
九
六
七
（
昭
和
四
十
二
）
年
。

前
掲
文
献
（
媚
）
の
「
Ｐ
２
尉
（

が
抜
け
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

大
学
出
版
会
、
東
京
、
二

前
掲
文
献
（
皿
）
の
三
頁
。

神
戸
文
哉
編
「
療
病
院
雑
彗

『
療
病
院
雑
誌
」
第
十
四
号
、
九
’
二
頁
、
一
八
八
○
（
明
治
十
三
）
年
。
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勺

（
髄
）
布
達
甲
第
百
七
十
号
「
仮
願
狂
院
廃
止
ノ
事
」
、
明
治
十
五
年
九
月
二
十
九
日
、
含
布
令
書
」
収
）
。

（
師
）
前
掲
文
献
（
羽
）
の
一
四
九
頁
。
お
よ
び
前
掲
文
献
（
鉈
）
の
二
頁
。

（
粥
）
「
発
狂
人
取
扱
方
之
義
二
付
伺
」
、
明
治
十
五
年
十
月
三
日
、
（
『
内
務
省
指
令
編
製
」
収
）
。

（
的
）
前
掲
文
献
（
船
）
、
明
治
十
六
年
七
月
三
十
日
。

（
和
）
「
癒
狂
院
廃
止
二
伴
ウ
風
痛
白
痴
之
者
処
分
之
義
二
付
伺
」
、
明
治
十
六
年
四
月
十
一
日
、
（
「
内
務
省
指
令
編
製
」
収
）
。

（
別
）
前
掲
文
献
（
、
）
、
明
治
十
六
年
五
月
十
五
日
。

（
だ
）
前
掲
文
献
（
犯
）
の
二
頁
。
お
よ
び
前
掲
文
献
（
瀦
）
の
一
四
九
頁
。

（
沼
）
京
都
府
医
師
会
医
学
史
編
募
室
「
京
都
の
医
学
史
』
（
八
二
六
’
八
三
一
頁
、
思
文
閣
出
版
、
京
都
、
昭
和
五
十
五
年
）
に
は
明
治
二
十
三
年
、

米
国
フ
ィ
ラ
デ
ル
ヒ
ァ
の
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
樋
狂
院
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
際
し
て
、
私
立
京
都
府
立
癒
狂
院
は
京
都
府
立
「
顧
狂
院
」
の

業
績
を
た
た
え
、
そ
れ
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
の
難
し
さ
を
「
当
今
一
一
在
テ
ハ
僅
二
院
名
ヲ
保
続
ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
…
弊
院
ハ
府
立
願
狂
院

ノ
余
勢
ヲ
承
ケ
テ
内
国
ナ
ル
多
方
ノ
患
家
二
知
ラ
ル
ル
ト
錐
ド
モ
其
実
ハ
私
力
ノ
薄
弱
ナ
ル
ニ
由
テ
医
員
其
数
ヲ
減
シ
成
績
モ
十
分
ナ
ラ
ス

（
“
）
前
掲
文
献
（
別
）
の
一
四
頁
。

（
開
）
厚
生
省
医
務
局
「
医
制
八
十
年
史
」
、
三
九
一
Ｉ
三
九
二
頁
、
朝
陽
会
、
東
京
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
十
）
年
。
お
よ
び
前
掲
文
献
（
ｕ
）
の

（
銘
）
前
掲
文
献
（
兜
）
の
七
六
’
七
八
頁
。

（
弱
）
前
掲
文
献
（
別
）
の
一
五
’
二
二
頁
。

（
帥
）
神
戸
文
哉
編
『
療
病
院
雑
誌
」
十
六
号
、
九
’
’
一
五
頁
、
一
八
八
○
（
明
治
十
三
）
年
。

（
例
）
前
掲
文
献
（
調
）
の
九
七
’
一
○
一
頁
．

（
舵
）
例
と
し
て
前
掲
文
献
（
記
）
に
は
明
治
十
二
年
以
降
の
入
院
退
院
数
が
経
年
的
に
記
さ
れ
、
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
侭
）
前
掲
文
献
（
帥
）
の
二
三
頁
。

（
弱
）
前
掲
文
献
（
妬
）
の
九
頁
、
五
五
’
五
八
頁
。

（
弱
）
前
掲
文
献
（
妬
）
の
三
三
’
三
四
頁
、
九
○
’
九
一
頁
。

（
印
）
前
掲
文
献
（
犯
）
の
五
三
頁
。

一
五
四
’
一
五
六
頁
。
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（
開
）

…
」
と
述
べ
て
い
る
。

前
掲
文
献
（
皿
）
の
十
八
頁
。
お
よ
び
前
掲
文
献
（
ｕ
）

魚
谷
隆
「
岩
倉
と
精
神
病
（
そ
の
三
）
茶
屋
禁
止
令
」
。

魚
谷
隆
「
岩
倉
と
精
神
病
（
そ
の
四
）
茶
屋
と
病
院
」
。

吉
岡
信
二
「
京
都
岩
倉
に
ゼ

前
掲
文
献
（
９
）
の
一
頁
。

魚
谷
隆
「
岩
倉
と
精
神
病
（
そ

魚
谷
隆
「
岩
倉
と
精
神
病
（
そ

前
掲
文
献
（
８
）
の
八
’
九
百

厚
生
省
医
務
局
「
医
制
百
年
中

菅
谷
章
「
日
本
医
療
制
度
史
』
、

前
掲
文
献
（
躯
）
の
二
頁
。

前
掲
文
献
（
８
）
の
七
頁
。

呉
秀
三
は
前
掲
文
献
（
３
）
の
中
で
、
岩
倉
の
民
間
施
設
を
「
真
ノ
コ
ロ
ニ
ー
」
と
評
価
し
て
、
こ
れ
を
欧
米
に
も
紹
介
し
た
。
岩
倉
に
は

ブ
ラ
ジ
ル
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
見
学
者
が
あ
っ
た
。

前
掲
文
献
亜
）
の
二
三
三
’
三
三
五
頁
、
お
よ
び
岡
田
靖
雄
編
亘
秀
三
著
作
集
第
二
巻
精
神
病
学
篇
」
、
思
文
閣
出
版
、
京
都
、
一

九
六
五
（
昭
和
四
十
）
年
、
お
よ
び
精
神
医
療
史
研
究
会
亘
秀
三
先
生
ｌ
そ
の
業
績
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
呉
の
著
作
に
精
神
病
者
処
遇

に
対
す
る
考
え
方
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
大
阪
大
学
医
学
部
公
衆
衛
生
学
教
室
）

前
掲
文
献
（
躯
）
の
二
頁

吉
岡
信
二
「
京
都
岩
倉
に
お
け
る
家
庭
保
養
の
歴
史
」
、
『
医
学
史
研
究
」
第
二
十
六
号
、

厚
生
省
医
務
局
「
医
制
百
年
史
記
述
編
』
、
二
四
三
頁
、
ぎ
よ
う
せ
い
、
東
京
、
一
九
七
六
（
昭
和
五
十
一
）
年
。

菅
谷
章
「
日
本
医
療
制
度
史
』
、
一
○
六
’
一
○
七
頁
、
原
書
房
、
東
京
、
一
九
七
六
（
昭
和
五
十
一
）
年

‐
岩
倉
と
精
神
病
（
そ
（

岬
（
８
）
の
八
’
九
頁
。

』
務
局
『
医
制
百
年
史

の
二
六
’
二
七
頁
。

一
八
頁
、
大
阪
、
一
九
六
七
（
昭
和
四
十
二
）
年
。
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KyotoPrefecturalHospital&6Tenkyo-in''fortheMentallyDisabled:

ItsOpening,Development,andAbolition

つ
つ
ゆ

bvNaokaONO

Theaimofthisarticleistoinvestigatevariousattemptsmadeatthefirsthospitalforthementally
学

disabledinJapan.

Theprefecturalgovernmentopenedthehospital"Tenkyo-in''intheNanzenji-Hojo,atempleina
residentialareainKyotoon25July,1875.Newrulesonnursing,medicalexaminationandmedical

fees,suchasdoctor'sfeesandhospitalcharges,wereestablished.Thedoctors'servicesforKvoto

residentsrequirednochargefroml876.Thehospital'stherapeuticconceptsdependedontheknowl-

edgeandopinionsofLangeggJunker,aGermanteacherinvitedbytheKyotoRyo-byoin.Hisidea
adapted@4MoralTreatment''whichwaspopularinBritain.Diagnosticmethodsinthishospitalwere
formedaroundthemodelbasedontheconceptdescribedin$iInsanity",anarticlewrittenbyHenry

｡”

Maudsleyinl872.Bypromotingtheseideas,thehospitalwasabletohelpmanypatientsreturntotheir
livesintheirownresidences.Thehospitalwasclosedon21September,1882,becausethehospitalfaced
abigfinancialdeficitandbecauseprefecturalpolicieswerechanged.

ThehospitalwasfoundedasafacilityofpublichealthserviceinKyotointheageofmodernization
ofJapan.Itintroducedanewideaformentalhealthandtreatment,whichhadastrongimpacton
hospitalcareofpsychiatricpatientsafterwards.
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